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要　　　旨

万葉集443番歌の「牛留鳥」という表現は難訓語の一つで、注釈書によっては「にほ鳥の」、「をし

鳥の」、「くろ鳥の」、「しながとり」などと訓まれているが未だに走訓を見ない。歌の作者がどういう

意図で「牛留」と表記したのか、その理由がうまく説明できないからである。問題はこれだけではな

い。万葉集2743番歌の異伝歌の中に「留牛鳥」という表現がある。これは443番歌の「牛留鳥」と密

接な関係を予想させるが、写本によっては「留牛馬」や「留鳥」などとも表記され、これもまた訓み

が確定していない。

本論文では、443番歌の「牛留鳥」と2743番歌の「留牛鳥」、「留牛馬」、「留鳥」をすべてコンシス

テントに解釈するために次のような訓み方を提案する。まず443番歌の「牛留鳥」という表記は、牛

に荷物を背負わせるために牛を留めることから、「牛留」→「牛を留める」→「におふ（荷負ふ）」→

「にほ」という連想によって「には鳥」と訓ませることを意図した連想的用字だと考える。万葉集に

は例えば「あかとき（暁）」を「鶏鳴」と表記する、いわゆる「義訓」表記があるが、443番歌の「牛

留鳥」もこの種の表記であろう。2743番歌についても、三つの表記のうち「留牛馬」を本来形だと考

えれば、443番歌の場合とまったく同じ発想で「留牛馬」→「牛や馬を留める」→「におふ（荷負

ふ）」→「にほ」と訓むことができる。

1．はじめに

万葉集巻二の443番歌は天平元年（729）に摂津国の班田史生（書記官）の丈部竜麻呂が首吊自殺したと

きに判官の大伴宿称が詠んだ長歌である。この歌の中に「牛留鳥」という表記が登場する。また巻十一の

「寄物陳思」と分類された2743番歌の異伝歌の中にも「留牛鳥」という表記がある。この表記は写本に

ょっては「留鳥」や「留牛馬」となっているものもある。そこでまず443番歌と2743番歌（異伝歌を含む）

の本文を示すことから始めよう。以下に、これらの歌の訓読文と原文を新日本古典文学大系本にしたがっ

て掲載する（［1］、［2］）。ただし、原文については必要な箇所だけを訓読文中に丸カッコ付きで示し、

注目箇所には下線を引いた。

1佐賀大学　医学部　地域医療科学教育研究センター（takefu＠cc．saga－uaC．jp）

2佐賀大学　文化教育学部　理数教育講座（nishia＠cc．saga－u．aCjp）
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03／0443　…　天地の　神を祈ひ祷み　いかにあらむ　年月日にか　つつじ花　にほへる君が（香君

之）　にほ鳥の（里畳屋）なづさひ来むと　立ちて居て　待ちけむ人は．．．

11／2743　なかなかに　君に恋ひずは　比良の浦の　海人ならましを　玉藻刈りつつ

或る本の歌に日く、「なかなかに　君に恋ひずは　室生星の浦の（豊里皇浦之）　海人にあ

らましを　玉藻刈る刈る」といふ。

以下の第2節では443番歌の「牛留鳥」に関するこれまでの主な先行研究を紹介し、続く第3節では

2743番歌の異伝歌の「留牛鳥」、「留鳥」、「留牛馬」に関する先行研究を紹介する。第4節では先行研究の

問題点を指摘した上で、これらの問題点を解決できる新しい解釈を提案する。

2．万葉集443番歌の「牛留鳥」に関する先行研究

この節では443番歌の「牛留鳥」に関する主な先行研究を紹介する。まずこれまでに出版された代表的

な万葉集注釈書および国語辞典に掲載されている注釈を出版年の新しいものから順に掲載しよう。掲載に

あたっては「牛留鳥」に関する記述だけに限り、記載形式をそろえるために内容に影響を与えない範囲内

で順序や記号表記などを一部変更した。

①新日本古典文学大系［1］

O「牛留鳥」は「には鳥の」と訓む。

○枕詞の一つ「にほ鳥の」は、原文「牛留鳥」とあり、難解である。「にほ鳥のなづさひ来しを」（二九四

七左注・柿本人麻呂歌集）の例を参照してこう訓んでおく。類例として二七四三戎本歌に「留牛馬浦」

（嘉暦本）、「留牛鳥浦」（類究古集など）という表記もあり、「にはの浦」と訓むことができる。

②新編日本古典文学全集［2］

O「牛留鳥」は「には鳥の」と訓む。

○ナヅサフの枕詞。ニホ鳥はかいつぶりのこと。シナガトリとも。原文「牛留」はニホの戯書か。地名ニ

ホノ浦を「留牛鳥浦」（二七四三戎本）と書いた例がある。あるいは当時牛言葉で「止まれ」をニホと

いったものか。

③講談社文庫（中西進）［3コ

O「牛留鳥」は「をし鳥の」と訓む。

○雅語。午を留めるものをヲシ（押）といったか。をし鳥の。には鳥とをし鳥は相通する。「なづさふ」

は、「にほ鳥の」より続くことが多い。

④時代別国語大辞典（上代編）‖］

O「牛留鳥」は「しながとり」と訓む。

○この鳥（しながとり）を、尾の長い鴨、尾長鳥などとする説もある。「いかならむ歳月日にかつつじ花

にほへる君が牛留鳥なづさひ来むと」（万四四三）の「牛留鳥」については諸説があり、その中でクロト

リノと訓んで枕詞と解する説が比較的広く行われているけれども、難点が多く、従えない。これらに対し

て、文証を越えて内容から水鳥の一種と判断し、ナヅサヒとの関係から、シナガトリと訓もうとする説が
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ある。これによると、シナガトリはナヅサヒにかかる枕詞としても使用されたことになる。→にほどり。

（p．360）

⑤高菜集註釈（澤渇久孝）［5】

O「牛留鳥」は「しながとり」と訓む。

○原文「牛留鳥」とあり（担二）、ウルトリノとある他、紀州本その他の諸本ヒクアミノとある。管見に

は牛の色によってクロアミノとして海に住む背中の黒い鳥とした。冠辞考には上の句の「之」と「牛」と

は「牽」より誤ったものとしてヒクアミノは「海に網をはへて引に、たやすくはより来ず、波の随に漸に

よるを」、「なづさひ」につゞけたといひ、槻乃落葉には考に従ったが、頭注、再案として「牽留」は「ホ

富」の誤で「にほ鳥の」かとし、放諒には「牛は、必らず綱にて引もの故に」ヒクと義訓したといひ、

「又、説文章字注に、引前也、仇牛象引牛之靡也とありて、華を引といふ意とする、牛に従ふ故なれば、

かたがたにつきて、牛をひくとよまん事、論なし。」とある。木村博士の字音弁証には「午は常にき三＿之

とのみ呼ビ来たれども、韻鏡第三十七車酎こ収て、呉ノ次音はグ也、」といひ、濁音のグを清音の仮字とし

たのであり、「留」は皇大神宮儀式帳に「佐古久志留」をまた「佐古久志呂」とも古き、和名抄（七）、越

前坂井郡福留を布久呂と注し、などあって、ロと訓む事が出来るから「牛留」のまゝでクロと音読し、

「くろ鳥の」で、土佐日記（正月廿一日の条に「くろどりといふ鳥いはほのうへにあつまり云々」とある

もので、倭名抄（七）「主邑」に「唐駒云、主般P鋸緑　黒色水鳥名也」とあるもの是なり、といふ。以上

の諸説を検するに、「留鳥」をアミと訓む事は一応認める事が出来る。それには「留鳥浦」（十一・二七四

三或本歌）がよく引用せられるが、その「留鳥」は古本によれば「留牛馬」であってナハノウラと訓むべ

きものであって、そのまゝ今の例とはなし難い。しかし「留牛馬」が縄と訓めれば「留鳥」は網と訓める

事も類によって推定する事が出来る。しかし「牛」をヒクと訓む事は無理である。網を引くのにわざわざ

牛を持ち出すのは酔輿に過ぎる。致諒には説文まで引かれてゐるが、「牛をひく」といふ言葉は適切でな

い。「追馬」の文字は見えるが大体、我が国では馬は「曳く」であり、牛は「追ふ」といふのが古来の常

識である。いろいろの誤字説はさう訓むより他に道が無い場合にのみ許されるところであるが、「引く網

の」としては「なづさひ」への接続が適切とは云ひ難い。「なづさふ」といふ言葉と共に用ゐられたもの

として、字音弁証にも例が引かれてゐるが、
トリジモノ　　　ーナ　ノ　サ　ヒ　ユ　ケ　バ

鳥白物　魚津左比去者（四・五〇九）

ホ保鳥之　奈津柴比来乎（十二・二九四七左注）

柔保等里能　奈豆左比由気婆（十五・三六二七）
‾ぎ　ー1　ニ　ケ　′1J　7　　　カ　モ　ス　ラ　モ

於伎亦奈都佐布　可母須良母（十五・三六二五）

の如きがあって、網よりも鳥の方がふさはしい。のみならず、この枕詞は－枕詞である事は諸注に一致

してゐるところであって問題とするに及ばないと思ふが－上の「つゝじ花」に相対するものであり、従

って、上の「花」に対してこちらは「鳥」となるべき事、まだ誰も注意してゐないやうであるが、十分考

へられてよい事だと私は恩ふ。即ち下の接続としても上の句との対応からもここは「網」でなくて「鳥」

であるべきだと考へる。その意味に於いて字音弁証の説は一応うなづかれるやうに見える。しかし「牛

留」をクロと訓む事はいかにも苦しい。第一「牛」を昔仮字として用ゐた例が無い。ましてこれをクの音

とする事は無理である。かりにグの音は認めるとしてもそれを更に清音とする事は認め難い。清音の漢字

を濁音に借る事は珍しくないが、清音の仮名にわざわざ濁音の文字は用ゐないのが例である。更に「留」

をロに借りた例も集中には無い。「牛留」をクロと訓む事には従ひ難い。また土佐日記には例があるとし

ても「黒鳥」は集中に他に見えない。字音弁証の説は遺憾ながら従ひ難い。しかもこの場合、「鳥」であ
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ってはじめておちつくこと右に述べたとはりである。それも「薗花」と対して「牛留鳥」は鳥の名前と見

るのがふさはしく、しかも「薗」を「つゝじ」と訓ませてゐるところを見ると、たとへば「牛奏」（十

八・四〇七〇題）をナデシコとし、「海石棺」（十二・二九五一）をツバキとするやうに、牛留鳥もその

まゝで何か水鳥の名とすべきであって、「牛」「留」の文字を音読してみたり、義訓してみたりするのでは

ないと私は考へる。即ち今迄の学者が試みた訓話の方法がすべてまちがってゐると云へるのでないか。要

は「牛留鳥」の三字を連ねた水鳥の名が和漢の文献に見出されさへすればよいのであるが、それが管見に

入らないから解決に至らないわけである。だが、なは云へば、支那の文献に無くてもよい。常葉には漢籍

にまだ見出せない「雀公鳥」のやうな用字はいくらもあり、右に例に引いた「なでしこ」も「埋葬」と

「石竹」とは本草綱目に見えてゐるが、「牛番」は見えない。しかし商業の歌がこれをナデシコとする事を

示してゐるのであり、「薗芋」にしても本草綱目には脚燭とは全く別の草としてあげてゐるが、新撰字鏡

と高菜とによって「薗花」をツ、ジバナと訓む事を我々は承認するのである。だから「牛留鳥」も和漢の

文献にまだ見出し得ないとしても歌によって推定する事が出来れば一応それで満足すべきでないかと思

ふ。そこでここにあるべき水鳥の名を思ひ浮べてみると、

（1）そに鳥の

（2）をし鳥の

（3）みやこ鳥

（4）かも鳥の

（5）やさか鳥

（6）には鳥の

（7）しなが鳥

（神代記）

（十一・二四九一）

（廿・四四六二）

（四・七一一）

（十四・三五二七）

（五・七九四）

（七・一一四〇）

といふやうなものがあげられる。その中で右にあげた「なづさふ」の例にあてはめて考へると、（4）と（6）と

がふさはしいものである事はすぐうなづけるのであるが、ここで私は更に一歩をすゝめて、（5）は（4）の、（7）

は（6）のそれぞれ異名ではないかと思ふのである。（5）と（7）とについてはそれぞれの歌の条で述べるつもりで

あるが、今の場合特に（7）は（6）の異名であって、これこそ今の旬として最も適切なものでないかと私は考へ

るのである。（6）とする事は誤字説によってゐる点に於いて立場を異にするが、既に槻乃落葉があり古義も

従ってゐるところでむしろ平凡な説とも云へるのである。この歌の用字例を見るとノの訓漆には「白樺」

「露霜」があるけれども、「市乳根乃」「荒玉之」の表記があり、「薗花」と相対して「牛留鳥」であった

方が一層適切なのでないかと考へられるのである。以上長々と述べ来ったが、右の推定を一私案として後

考を侯つものである。しかし右があまりに文献を無観したものだといふ難があるならば別に一案が無いで

もない。それは「傭鶴」が「休留鳥」と書かれ、それが「牛留鳥」になったと見る事である。「哩賓」が

「牛容」になったやうに。傭鶴は倭名抄（七）にも岩崎本字鏡にも類宋名義抄（槍、中）にも載せられて

ゐる。しかし僻鶴はフクロフの類であって水鳥とは思はれない。私はやはり文献の実護はないが、右の推

定に心惹かれてゐる。とにかくに次の句の枕詞であり鳥の名である事は確信する。

⑥日本古典文学大系［6］

O「牛留鳥」は「くろ鳥の」と訓む。

○クロトリノ・ヒクアミノ（引網の）の訓があるが不明。クロトリと訓めば、異鴨のことという。→補

注。

【補注】下のナヅサヒという語は、ニホドリノ、トリジモノ、カモなどを主語としているから、水鳥が水

に浮かんで泳ぐのをいう語である。従って、ここも水鳥として訓むように考えるべきであろう。その時考
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慮されるのがクロトリノという訓である。牛にクの音あり、留にロの音ありというのが字音弁証の説であ

る。しかし、牛は語求反、尤韻三等の文字であって、頭子音は濁音口である。尤韻の文字は、上古音の

之部から転じたものがあって、オ列乙類の母音を持つ場合があるから（例えば富など）牛をゴ（乙類）の

音と見ることはできる。（事実、牛頭をゴヅと訓み、小牛田をコゴタというような例がある。）しかし、こ

れを清音クにあてるという確証はない。従って、牛をクと訓むことは一考を要する。一方、留をロの仮名

に用いることは例があると見られる。「佐古久志留」（析釧）（皇大神宮儀式帳）「皇親神留使命」（古語拾

遺）。ただし、これは一般的ではない。

これらのことを考え合わせると、午留をもって、クロと訓むことは無理である。しかし、意味上からは

水鳥と見るべきものであり、ニホドリノナヅサフとつづく例の少なくない点を考え、午をホの誤り、留を

富の誤りとして、ニホドリと訓もうとする槻落葉の説は、字形の上からも可能性少なからず、深く考慮す

るに値する説である。

3．万葉集2743番歌（異伝歌）の「留牛島」、「留牛馬」、「留鳥」に関する先行研究

この節では2743番歌の異伝歌の表記「留牛鳥」（あるいは「留鳥」、「留牛馬」）に関する主な先行研究を

紹介する。前節と同様、代表的な万葉集注釈書に掲載されている注釈を出版年の新しいものから順に掲載

する。

⑦新日本古典文学大系［7］

○或本歌第三旬原文を「留牛鳥浦之」として「にほの浦の」と訓む。

○戎本歌第三旬原文は、広瀬本・類緊古集に「留牛鳥浦之」とある。素暦伝承本は「留牛馬浦之」。既出

「牛留鳥（にほどり）」（四四三）の場合と同様、仮に「にはのうらの」と訓んでおく。琵琶湖の異称か。

⑧新編日本古典文学全集［8］

○戎本歌第三句原文を「留牛鳥浦之」として「にほの浦の」と訓む。

○琵琶湖岸の一部の名か。原文に「留牛鳥浦」とあり、巻第三の「にほ鳥のなづさひ来むと」（四四三）

のニホドリノの原文が「牛留鳥」とあるのに合わせてニホノウラと読む。中古まで時代は下るが、琵琶湖

をニホノウミなどと称する起源を奈良時代にまで遡らせる可能性がある。

⑨講談社文庫（中西進）［9］

○或本歌第三旬原文を「留牛馬浦之」として「なは（縄）の浦の」と訓む。

○原文、牛馬を留める縄の義訓字。「牛馬」、底本「鳥」。嘉による。

⑩高菜集註釈（澤潟久孝）［10〕

○或本歌第三旬原文を「留牛馬浦之」として「なは（縄）の浦の」と訓む。

O「留牛馬浦」は墓による。選、宣（三・三九オ）は「留牛鳥浦」とし、室その他「留鳥浦」とあり、訓

（宋）アミノウラとしたが、埋、宝、塞頭書「馬イ」とあり、「牛馬」が「午鳥」に誤り、更に「鳥」とな

ったものと思はれる。定本に「留牛馬ならば縄もしくは綱であるべきである」とし、「ツナノウラは本集

中他に所見が無いから、例のあるに依ってナハノウラとする」といひ、ナハと訓む譜として「馬白物

縄取附」（六・一〇一九）をあげてゐる。「縄の浦」は既出（三・三五四）。私注にはツヌノウラとして

「角松原」（三・二七九）と関連する地とあるが、それはツノであり、当らない。類歌。
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後れ居て恋ひっゝあらずは田児の浦の海人ならましを玉藻刈る刈る（十二・三二〇五）

私注に「淡水湖の藻類は利用されたとも思はれないから、或本歌の方が原形で、転靴したものと見える」

とある。

⑪日本古典文学大系【11］

○或本歌第三句原文を「留牛馬浦之」として「なは（縄）の浦の」と訓む。

○留牛馬－ナハと訓む。牛馬をつなぐ縄の意である。ナハノウラは兵庫県相生市那波の海か。

4．先行研究の問題点と新しい解釈の提案

443番歌の「牛留鳥」について検討を始める前にまず、第2節に示した先行研究が「牛留鳥」について

どのような訓み方をしているかまとめておこう。

新日本古典文学大系（1999年）

新編日本古典文学全集（1994年）

講談社文庫（中西進）（1978年）

時代別国語大辞典（上代編）（1967年）

商業集註釈（揮潟久孝）（1958年）

日本古典文学大系（1957年）

「には鳥の」

「には鳥の」

「をし鳥の」

「しながとり」

「しながとり」

「くろ鳥の」

「牛留鳥」はこれまで「くろ鳥の」、「しながとり」、「をし鳥の」、「にほ鳥の」の四通りに訓まれてきた

ことがわかる。古くは「引く網の」や「黒網の」などと訓まれたこともあったようだが、最近の訓みはす

べて「水鳥」という点で一致している。しかしこれまでの研究では、「牛留鳥」の訓み方についてその確

たる根拠を示すことができなかった。

そこでまず、この間題を解く手がかりの一つとして、「牛留鳥」に続く句が「なづさひ来むと」となっ

ている点に注目しよう（第1節に示した歌を参照）。「なづさふ」は「水をかき分けながら進む」の意であ

るが、万葉集にはこの語を含む例が14件ある（443番歌は除く）。この14件について「なづさふ」の前後に

どのような句が来ているかを調べた結果を次表に示す。この表から、「なづさふ」という動詞を直接修飾

することのできる「鳥」は「には鳥」だけであり、3件の用例があることがわかる。もし443番歌の「牛

留鳥」の例を含めると用例は4件になる。これに対して「をし鳥」や「しながとり」や「くろ鳥」が「な

づさふ」を修飾した例は一つもない。したがって、この表の結果を重視する限り、「牛留鳥」の訓みは

「にほ鳥の」である可能性がきわめて高い。さらに言うならば、もし「牛留鳥」を「にほ鳥の」と訓むこ

とができれば、その前後の句は「つつじ花　屋延へる君が　邑蜂鳥の　なづさひ来むと」となり（第1節

を参照）、「にほ」という音の繰り返しによる修辞効果が期待できる。ほかの訓み方ではこうはいかない。

以上のことから、もし「牛留」を「には」と訓む明確な根拠が得られるならば、この間題をもっとも自

然な形で解決することができる。そこで、この観点からさらに考察を進めよう。万葉集には「牛」の用例

が19件あり（443番歌と2743番歌は除く）、内訳は次のとおりである。

「牛」を「うし」と訓む

「牽牛」を「ひこほし」と訓む
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巻／歌番号 侏H����������[b�訓　　読　　文 

03／0430 亳ynﾉ�ﾈ��卷kﾉ:NhR�吉野の川の　沖になづさふ 

04／0509 �+僮)Z���ｹｹ,8ﾛiNHｸ竟(��彿EI8��鳥じもの　なづさひ行けば　家の島 

06／1016 冰hﾌ�弴ﾊ�6���Iﾉ,8ﾛiNI�ﾉx右b�遊ぶを見むと　なづさひそ来し 

09／1750 �冲ﾈ�(��ｹｹ,8�NIEｨ��ﾏﾉ_YEb�暇あらば　なづさひ渡り　向つ峰の 

10／2071 �5h憙���ｹ�I6���ﾄ颱h詹m��天の川　なづさひ渡る　君が手も 

11／2492 �$�I+����ｸﾌix����ﾈﾊ乘ｲ�且蔓延塵里　を三三旦来しを　人見けむかも 

12／2947異伝 �7ｩ]ｹ+僞h��=�,8�NIx偉����ﾈﾊ乘ｲ�には鳥の　なづさひ来しを　人見けむかも 

15／3623 ��h9Eﾉ9冦�EiOX��凅ｮｨ7ｩ=�78ﾛ)W｢�海人の燈火　沖になづさふ 

15／3625 ��ｴ8ｷh腦Fｸ��凅ｮｨ7ｩ=�78ﾛ)Wｨ���)^ｩ�ｹ|y^｢�明け来れば　沖になづさふ　鴨すらも 

15／3627 偖�ｹ9凛)Eﾈ��=�:HﾛiNIu(ｴ9Fｸ��嫌W�Eih9Fｲ�旦蔓延遊里　を三豊旦行けば　家島は 

15／3691 �=餔ﾉEﾈ駟Gｹu(��=�:Hﾛ)NHｮｨ7ｩ������y�ﾙh9Eﾂ�波の上ゆ　なづさひ乗にて　あらたまの 

17／4011 �(棠z(ﾛiEh��=�:HﾛiNIEﾉ]ｹzﾈ����ｩEB�葦さし　なづさひ上る　露霜の 

19／4156 �(曵yﾘﾛiEh��=�:ｨﾛ)NIu(ｴ9Fｸ��ﾎ�hX��曖�葦さし　なづさひ行けば　我妹子が 

19／4189 偬ixX憙��=�:ｨﾛiNH･X��[ﾙ�87ｩFr�叔羅川　なづさひ上り　平瀬には 

「牛鳴」を「む」（牛の鳴き声）と訓む　　　　　　1件

また「留」の用例は144件あり（443番歌と2743番歌は除く）、内訳は次のとおりである。

「留」を「る」と訓む

「留」を「とどむ」（活用形を含む）と訓む

「留」を「とまり（泊）」と訓む

「留火」を「ともし火」と訓む

以上の結果から、「牛」と「留」を訓字または音仮名として訓む通常の訓み方をする限り、「牛留鳥」は

「うしる鳥」、「うしとどむる鳥」、「うしとどめ鳥」のいずれかである。しかし巨卜留鳥」は五音または六

音（字余りの場合）の旬であるから、「うしとどむる鳥」と「うしとどめ鳥」の可能性はなく、「うしる

鳥」と訓むしかない。ところが「うしる鳥」あるいはそjuこ近い名前の鳥は古代の文献はもとより現在に

至るまで例がない。よって「牛留鳥」の「牛」と「留」を訓字または音仮名として訓む可能性は実質的に

ゼロである。あと残された可能性は「義訓」（あるいは「戯書」）として訓むことだけである。例えば「鶏

鳴」を「あかとき（暁）」と訓んだり、「牛鳴」を「牛の鳴き声」から「む」と訓んだりする訓み方であ

る。もし歌の作者が「牛留」を義訓として「には」と訓ませる意図をもっていたとすれば、当時の人々が

「牛留」という表記を見たとき「には」を連想させる何かしら理由があったはずである。この理由を明ら

かにしなければならない。ちなみに、この点に関して新編日本古典文学全集（第2節の（参）は「当時牛言

葉で「止まれ」をニホといったものか」とコメントしているが、このような「牛言葉」が当時（現代で

も）あった確たる証拠はない。

ところで、もし「牛留」が義訓表記だとすれば、この表記自体の意味は「牛が留まる」あるいは「牛を

留める」であり、漢字を読み書きできるすべての人が「牛留」に対して共通に抱くイメージはこれ以外に

件

　

件

　

件

　

件

7

　

　

5

　

1

　

　

1

1

　

　

2

1
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ない。では「牛を留める」というイメージから「連想」されることは何だろうか。「牛を留める」目的は、

荷物を載せたり降ろしたり、肇を取り付けたり…　などである。少し想像をめぐらせると、「牛を留める」

から「におふ（荷負ふ）」という動作を連想するのはごく自然である。すなわち、

「牛留」→「牛を留める」→「におふ（荷負ふ）」→「には」

という自然な連想によって「牛留鳥」を「にほ鳥の」と訓むことができる。

ただしこの連想が可能であるためには、「荷を背負う」という意味の「におふ」という語が上代に存在

していなければならない。「に（荷）」という語は万葉集にもしばしば見える上代語であり（例えば100番

歌や897番歌など）、「おふ（負ふ）」も同株である（例えば905番歌や1580番歌など）。だとすれば「に＋お

ふ＝におふ」という複合動詞が存在したとしても不思議はない。念のため「時代別国語大辞典」を調べて

みると、「におふ」という語は存在しないけれども、「におひうま（駄）」という複合名詞が存在する

（［4］、p．541）。

におひうま［駄］（名）荷物を背につけて運ばせる馬。「運揚沐之米伊勢国　駄　五十匹」

（天武紀元年）「駄ニオヒウマ」（名義抄）「駄こオヒムマ、爪的者也」（色菓）

「におひうま」の「におひ」は「におふ」という動詞の連用形であり、これが名詞的に用いられ「にお

ひ＋うま＝におひうま」という複合名詞ができたと考えられる。したがって「におひうま」という複合名

詞の存在は、上代における「におふ」という動詞の存在を間接的に裏付けている。

ところで、上の議論に対して「にお（ふ）」と「にほ」は少し音が違うではないかと反論する人がいる

かも知れない。実は、この点に関連して、「にほふ（匂ふ）」の語源が「におふ（荷負ふ）」であることを

示すことができる。この間題については本論文の姉妹編で詳しく議論しているが［12］、そこでの議論を待

たずとも以下のことが言える。一般に「義訓」は読者にその言葉だけで解読を要求するものではなく、前

後の文脈も手がかりにして解読させるものである。その目的も読者に複雑なナゾ解きを要求するものでは

なく、ごく自然な連想によって作者の意図した訓みにたどり着ける軽い「言葉あそび」である。今の「牛

留鳥」の場合、次の句にちゃんと「なづさひ来むと」という手がかりがあり、第2節の⑤で澤潟久孝氏が

指摘しているように「牛留鳥」が何らかの「水鳥」を表していることはほぼ確実で、あとは複数の水鳥の

候補の中からどれを選ぶかだけの問題である。この選択問題に対しても「におふ（荷負ふ）」を連想させ

る「牛留」という表記が用意されており、少なくとも当時の人々にとっては「牛留鳥」を「にほ鳥の」と

訓むことはそれほど困難だったとは思えない。というのは、万葉集は「万世に語り継がせる」ことを目的

として編纂されたものであり、その編纂者は特殊用語や時代によって変わりやすい言葉を使えば後世の

人々に通じなくなることは十分承知していたはずで、わざわざ読者が苦しむようなナゾを込めた歌を収録

したとは思えないからである。だからこそ約1300年を経た今日においてなお万葉集の実に多くの歌が私た

ちに理解され愛唱されているのである。

次に2743番歌（異伝歌）の「留牛鳥」、「留鳥」、「留牛馬」という表記について考えよう。その前にまず

第3節にあげた先行研究の結果をまとめておこう。

新日本古典文学大系（2002年）　　　　「留牛鳥浦之」＝「にはの浦の」

新編日本古典文学全集（1995年）　　　「留牛鳥浦之」＝「にはの浦の」

講談社文庫（中西進）（1981年）　　　「留牛馬浦之」＝「なはの浦の」

商業集註釈（澤潟久孝）（1962年）　　「留牛馬浦之」＝「なはの浦の」
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日本古典文学大系（1960年）　　　　　「留牛馬浦之」＝「なはの浦の」

今の場合、先の「牛留鳥」の場合とは異なり、写本によって原文表記に異同があるため、まず「留牛

鳥」、「留鳥」、「留牛馬」の三つの表記のうちどれが原形であるかを推定しなければならない。それによっ

て訓み方もおのずと変わってくる。上に示した先行研究では、「留牛鳥」を原形として「にほ」と訓む説

と、「留牛馬」の方を原形として「なは」と訓む説の二つがある。しかしいずれの説にも問題がある。ま

ず「留年鳥」を原形として「には」と訓む説の問題点について指摘しよう。

第一に、この説では「留年鳥浦之」の先頭三文字「留牛鳥」を「にほ」と訓むが、「留牛」の部分だけ

を「にほ」と訓むのならともかく、「鳥」を無視して「留牛鳥」を「にほ」と訓むのは問題であろう。実

際、443番歌の「牛留鳥」の場合は「牛留」の部分だけを「にほ」と訓んでいる。

第二に、この説では写本によって異同がある三つの表記、「留午鳥」、「留鳥」、「留牛馬」のうち「留牛

鳥」を原形だとするが、もしそうであるならば「留鳥」と「留牛馬」は筆写の際に「留牛鳥」から誤写さ

れたことになる。「鳥」と「馬」は字形がよく似ているから「留牛鳥」が「留牛馬」に誤写されたとして、

「留年鳥」から「留鳥」への誤写は「午」の脱字と考えるしかない。しかし一般に脱字は誤字よりも起こ

る確率が小さい。果たして「留鳥」は「留牛鳥」からの脱字と見てよいだろうか。

次に、「留牛馬」の方を原形として「なは」と訓む説の問題点を指摘しよう。この説は「留牛馬」を

「縄（なは）」の義訓と見なすが、その理由は牛や馬をつなぎ留めておくために「縄」が用いられるからで

ある。この説を裏付ける根拠として、「牛や馬に縄を取付ける」（あるいは「縄を断ち切る馬」）という表

現を含む例が万葉集に3件ある（丸カッコ内は原文）。

06／1019　石上　布留の尊は　たわやめの　惑ひに困りて　昼じもの　墾取り付け（縄取附）鹿猪じ

16／3886品馬にこそふもだしかくもの生にこてく鼻墜著くれ（鼻縄波久例）・

20／4429　厩なる　堕断つ塾の（奈波多都古麻乃）　後るがへ　妹が言ひしを　置きて悲しも

また「馬をとどむ（留む）」という例が3件ある。ただし、「牛をとどむ」という例は見当たらない。

06／1002　墨の歩み（馬之歩）押さへ豊里旦（押止駐余）住吉の　岸の黄土に　にほひて行かむ

12／3097　さ檜隈　檜隈川に　昼豊里（駄馬）馬に水かへ（馬ホ水令飲）我よそに見む

17／3957．．あをによし　奈良山過ぎて　泉川　活き河原に　昼昼型（馬駐）別れし時に．

さらに、「留牛馬浦」を「なはの浦」と訓む説の最大の根拠となっているのが、万葉集中に「なはの浦」

を含む歌が二つあることである。この二つは歌番号が近いことから、二つの「なはの浦」は同一場所だと

考えられている。

03／0354　鎧聖適に（縄乃浦亦）塩焼く火のけ　夕されば　行き過ぎかねて　山にたなびく

03／0357　墜聖邁ゆ（縄浦従）そがひに見ゆる　沖つ島　漕ぎ廻る舟は　釣りしすらしも

以上に示したように、2743番歌の「留牛馬」を「縄（なは）」の義訓と見て「留牛馬浦」を「なはの浦」

と訓むことは、特に問題がないように見える。しかしそのように見えるのは、この歌を「単独の歌」とし
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て見た場合であり、万葉集全体の視点から検討すると次のような問題がある。

第一に、もし2743番歌の「留牛馬」を「牛や馬を縄でつなぎ留める」という連想から「なは」と訓むの

であれば、当然ながら443番歌の「牛留」もまた「なは」と訓んでしかるべきである。義訓として訓む限

り「留牛馬」と「牛留」の二つの表記から受ける連想はまったく同じだからである。ところが朋3番歌の

「牛留鳥」を「なは鳥の」と訓む人はいない。理由は簡単で「なは鳥」という鳥が存在しないからである。

したがって2743番歌の「留牛馬」を「なは」と訓むことは、443番歌の「牛留鳥」を「にほ」（あるいはそ

の他の水鳥名）と訓むこととコンシステントではない。しかしこのような指摘に対して、次のように反論

する人があるかも知れない。すなわち、歌の表記は個人の自由判断によるものだから、個々の歌の表記が

万葉集全体の中でコンシステントである必要はないと。しかし義訓という同じ表現手法を用い、しかもそ

の義訓表記の原義（漢文的意味）が実質的に同じである「牛留」と「留牛馬」を、一方は「水鳥の名前」

として訓み、もう一方は「なは（縄）」と訓むというやり方はやはり問題であろう。

第二の問題は、「なはの浦」の地理的な問題である。2743番歌の「留牛馬浦」は本歌の第三旬「杖浦」

（比良の浦）に対する異伝であり（第1節に示した歌を参照）、もし本歌の「比良の浦」が琵琶湖岸である

ならば（ほとんどすべての注釈書がこの立場をとる）、異伝歌の「留牛馬浦」もまた琵琶湖岸である可能

性が高い。ところが、先に示した「なはの浦」に関する歌（354番歌）の内容を見る限り「なはの浦」は

「塩を焼く」ところであるから琵琶湖のような淡水湖ではなく塩水の海でなければならない。「留牛馬浦」

を「なはの浦」と訓むのはこの点でも問題がある。ちなみに、2743番歌の本歌の「比良の浦」を琵琶湖岸

とする根拠には次のものがある。日本書紀の斉明天皇五年三月三日条に「天皇、近江の平浦に幸す」とあ

ること（［13］、p．348）、万葉集7番歌の左注に「比良宮」と見えること、万葉集31番歌の第二句「志賀

の大わだ（忘我能大和太）」の「志賀の」の異伝として「比良乃」と見えること、万葉集274番歌の第二旬

に「比良の湊（枚乃湖）」と見えることなどである。

第三の問題は、少し前に牛や馬と縄の関係を詠んだ歌を3件、「馬を留める」歌を3件それぞれ示した

が、ここで問題にしたいのは「留牛馬」の「留」という語の使われ方である。先に示した三つの歌で作者

が「馬を留める」と詠んでいるのは「馬を縄でつなぎ留めておく」ためではなく、あくまでも「住吉の岸

の黄土ににはふ」ためであったり（1002番歌）、「馬に水を飲ませる」ためであったり（3097番歌）、「越中

国に赴任する家持を見送りに来た弟の書持と最後の語らいをするため」であったり（3957番歌）、すなわ

ち馬を留める「手段」（縄や綱など）の視点からではなく、馬を留める「目的や理由」の視点から「留め

る」という語が用いられている。そこで万葉集中のすべての「とどむ（留む）」の例を調べてみた。「とど

む」という動詞（活用形を含む）は、命を留めたり、時勢を留めたり、妹や君を留めたり、流れる涙を留

めたり、船を留めたりなど全部で25例あるが、すべて「目的や理由」に視点が当てられており、何かを

「留める」ための「手段や道具」（縄や綱やその他）の視点で用いられた例はただの一つもない。したがっ

て、少なくとも当時の人々が「留牛馬」という表記を見て最初に思うのは「何の目的や理由で牛や馬を留

めるのだろうか」という疑問であって、「どんな道具でもって牛や馬を繋ぐのだろうか」ではない。すな

わち、万葉集の「留める」という語の使われ方からして「留牛馬」という表記が牛や馬を留めるための道

具である「縄（なは）」の義訓として用いられた可能性はほとんどない。

以上述べてきたように、2743番歌の異伝歌の訓みについては、「留牛鳥」を原形として「には」と訓む

説にも、「留牛馬」を原形として「なは」と訓む説にもいくつか問題点があることが明らかになった。以

上の問題点をすべて解決できる試案として、本論文では「留牛馬」を原形として「にほ」と訓む説を提案

したい。「にほ」と訓むこと自体は、新日本古典文学大系（第3節の⑦）や新編日本古典文学全集（第3

節の⑧）と同じであるが、原形を「留牛鳥」ではなく「留牛馬」とする点で異なっており、まさにこの点
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がこの間題を解く重要なポイントである。

もし2743番歌の異伝歌の原形が「留牛馬」であったと仮定すると、当時の人々はこの表記を見てまず

「何の目的で牛や馬を留めるのだろうか」という疑問を抱き、少し経ってその目的が「荷を背負う」であ

ることをピンと感じ取り、

「留牛馬」→「牛や馬を留める」→「荷負ふ（におふ）」→「にほ」

という連想によって「留牛馬」を「にほ」と訓んだものと思われる。443番歌の場合とまったく同じ「発

想」であり「訓み」も同じである。このように解釈して初めて現3番歌の「牛留」と㌘43番歌の「留牛馬」

をコンシステントに訓むことができる。

なお、写本によって「留牛鳥」という表記があるのは、字の類似性から「馬」を「鳥」に誤写したので

あろう。また「留鳥」という二字表記の写本があるのは、万葉集の歌はすべて縦書きになっているから、

筆写の際に縦方向に連なった「牛」と「馬」を一字の「鳥」に誤写したものと考えられる。すなわち、も

し「留年鳥」を原形だとすれば「留鳥」という写本の存在は「牛」の脱字と見るしかないが、「留牛馬」

の方を原形だとすれば「牛」と「馬」を「鳥」に誤写したと推測することが可能となる。一般に「脱字」

よりも「誤写」の起きる確率の方が高く、この観点からも「留牛馬」を原形とする方が説得力があるだろ

う。このように、上で提案した解釈に従えば、443番歌と2743番歌をコンシステントに訓むことが可能と

なるだけでなく、2743番歌の写本に異同がある理由についても理解することができる。

ところで、もし「留牛馬」を「には」と訓むのが正しいとすると、2743番歌の「留牛馬浦」は「にほの

浦」と訓むことになるが、果たして琵琶湖岸に「にほの浦」という地名が万葉時代に存在しただろうか。

次にこの間題について考えよう。その存在を裏付ける証拠が二つある。

第一に、琵琶湖岸に「にほ」という地名が存在した証拠として、「滋賀県の地名」は近江国野洲郡の

「避保郷」について次のように記載している（［14］、p．鮒）（最初の［］内と下線は著者による）。

［郷名の「避保」の訓みについては］「和名抄」は諸本とも訓を欠くが、後世の文献に仁保とあること

から（「束山塔頭略伝」「輿地志略」など）、三連であろう。平城宮跡出土木簡に「野洲郡整理郷□ロ

ロ」と見え、伴出した木簡の年紀から神亀年間（724－729）から天平宝字年間（757－765）までのもの

と考えられている。（途中略）「輿地志略」が野洲郡内に仁保庄としてあげる「仁保村・小田村・江頭

村」はいずれも日野川右岸の現近江八幡市域だが、同書は蒲生郡内にも仁保村を記す。同市江頭地区

などを流れる日野川下流を別に仁保川と称する。「和名抄諸国郡郷考」は江頭を「輿地志略」のいう

仁保庄にあて、「日本地理志料」「野洲郡史」はその北東から束方にわたる地域を、「大日本地名辞書」

は日野川対岸の硯中主町北部を含める。郷名の起源について「野洲郡史」は「迩本抒理能」の淡海と

することから（「古事記」仲哀天皇段）、この「迩本」が起源だとするが、確定はできない。

この記述の最後の部分について補足すると、仲哀天皇段の古事記歌謡の第四句と第五句に「にほどi）の

淡海の海に（迩本抒理能　阿布美能宇美迩）」とあり、「にほどりの」が「淡海の海」にかかっていること

から、琵琶湖岸にある野洲郡避保郷の「にほ」という地名の起源を「にほどり（鳩鳥）」の「には」に由

来すると解釈している。しかしここで重要なことは、この郷名の起源説が正しいかどうかではなく、万葉

時代に日野川下流域あたりに「には」という地名が実在したという証拠である。平城宮跡出土木簡がこの

ことを証言している。したがって、この「にほ」の地の湖岸あたりが「にはの浦」と呼ばれていた可能性
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がある。しかも、地図上で確かめてみると、この「にほ」の地は北西約10kmの「比良」の地とちょうど

「対岸」関係になっていることがわかる。ここにおいて、なぜ2743番歌の本歌の「比良の浦」が異伝歌で

「にはの浦」となっているのか納得がいく。すなわち、歌の中で「比良の浦」と「にはの浦」が互いに異

伝として詠まれているのは、それなりにちゃんと理由があり、琵琶湖の地理において互いにちょうど「対

岸」関係にあったからであろう。

第二に、琵琶湖は奈良時代以前には「近江の海」、「淡海」、「淡海の海」などと呼ばれているが、平安時

代の後期以降の和歌などにしばしば「にほの海」という別称で登場する。そしてこの琵琶湖の別称は奈良

時代以前まで遡る可能性がある。その場合、琵琶湖岸を「にはの浦」と称していたことになる。新編日本

古典文学全集（第3節の（む）は「中古まで時代は下るが、琵琶湖をニホノウミなどと称する起源を奈良時

代にまで遡らせる可能性がある」とコメントしている。ちなみに「にほの海」の文献上の初見は浜松中納

言物語である（［15］、p．153）。

①　その泊、入江の水うみにて、いと面白きにも、石山のおりの近江の海思ひ出られて、あはれに恋

しき事かぎりなし。

別れにし我ふる里のにほの海にかげをならべし人ぞ恋しき

歌の前文に「近江の海」と明記されていることから、この歌の「にほの海」が琵琶湖を指すことは明らか

である。上に示した部分は浜松中納言物語の「巻の－」の出だしに続く部分で、主人公の浜松中納言が遣

唐使として中国に渡り、杭州（斬江省）の泊の入江で故郷の琵琶湖を恋しく思って詠んだ歌とその背景を

述べたものである。なお、浜松中納言物語の成立年代はまだ確定していないが、平安時代後期（おおよそ

1060年前後頃）と推定されている（［15］、pp．134－135）。ほかの例として「にはの海」を2つ、「にほの

水うみ」を1つ示す。

②　新古今和歌集（1205年）の389番歌［16］、巻第四、秋歌上、藤原家隆朝臣

和歌所歌合に、遡望月といふことを

堕里堕や月の光のうつろへば波の花にも秋は見えけり

③　家集、俊成卿女（1171～1254年）

にほの海春は霞の逼塞の波花に吹きなす進呈の山風

④　金塊和歌集（1213年）の340番歌［17］、源実朝

遡±冬月

進呈の山やま風さむき（み）からさきの鳩の水うみ月ぞこほれる

ここに示した琵琶湖の別称（「にはの海」や「にほの水うみ」）は、いずれも万葉時代から約300年以上後

の文献に見える例であり、これらを根拠にして万葉時代に「にはの海」という別称があったとすることは

できない。しかし「にほの海」や「にほの水うみ」の「にほ」の語源を考えることにより、これらの表現

が奈良時代以前に遡る可能性を示すことができる。「日本語源大辞典」は「におのうみ」（鳩の潅）の語源

について次のように記載している（〈．．．〉　は出典）（［18］、p．859）。

［語源説］湖辺の地名仁保または避保から　〈渾（うきくさ）の跡〉

［参考］琵琶湖に鳩鳥（におどり）が多いところからともいうが未詳。
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ここの［語源説］に憲かれているように、もし「にほの海」の「にほ」が琵琶湖岸の地名に由来するので

あれば、先に述べたように平城宮跡出土木簡によってこの地名が奈良時代以前に遡ることは明らかである

から、「にほの海」という呼称もまた奈良時代以前に遡る可能性がある。一方、上の［参考］が言うよう

に、もし「にほ」の起源が琵琶湖に「鳩鳥がたくさん居ること」に由来するならば、このような琵琶湖の

自然環境は平安時代末期に突然始まったわけではなく奈良時代あるいはそれ以前からずっと継続してきた

と考えられるから、この場合にも「にほの海」という呼称は奈良時代以前に遡る可能性がある。

ところで、2743番歌の最後の三句は（第1節に示した歌を参照）、

本歌では「比良の浦の　あま（白水郎）ならましを　玉藻刈りつつ」

異伝歌では「にはの浦の　あま（海部）にあらましを　玉藻刈る刈る」

となっている。もし「比良の浦」と「にはの浦」を琵琶湖岸だとすると、ここは淡水湖であり「海」では

ないから、ここで漁業をする人を「あま（海部）」というのは問題ではないだろうか。また淡水湖で「玉

藻刈る」というのは問題ではないだろうか。次にこの二つの問題について考えてみよう。まず最初の問題

について言えば、上代語の「うみ」という語は海洋に通じている海だけでなく、淡水湖に対しても用いら

れたことは次の歌からわかる。

03／0266　近江の連（淡海乃連）　夕波千鳥　汝が鳴けば　心もしのに　古思ほゆ

03／0241大君は　神にしいませば　真木の立つ　墓坦史に　蓮をなすかも（塑成可開）

最初の例の「近江の海」は琵琶湖のことであり、次の例の「海」は「荒山中に」という修飾語があるから

山中の淡水湖であることは疑いない。このように、琵琶湖は昔から「うみ（海）」と呼ばれており（実際

に湖岸に立つと広くて海と区別がつかない）、ここで漁業に従事する人々もまた（海洋の場合と同株）「あ

ま」と呼ばれていたのだろう。

次に第二の問題点、琵琶湖で果たして「玉藻を刈る」ことがありうるだろうか、という点について考え

よう。この間題に関連して、澤海久孝氏（第3節の⑲）は土屋文明氏の「万葉集私注」の「淡水湖の藻類

は利用されたとも思はれないから、或本歌の方が原形で、転吉化したものと見える」というコメントを引用

している。人間が利用する藻は（塩水の）海のものだけであり、淡水湖の藻類を利用するはずがなく、し

たがって海洋の海を歌った異伝歌の「なはの浦」の方が2743番歌の本来形であり、本歌の「比良の浦」は

後世の人が適当に「なは」を「ひら」に入れ替えて作った歌だろうとする考えである。しかしこうした考

えは単なる先入産別こすぎない。

まず万葉時代に琵琶湖に「玉藻」が存在したであろうことは次の二つの歌が証言している。

03／0390　軽の塾の　浦廻行き廻る　鴨すらに　室選の上に（重蓮乃於丹）ひとり寝なくに

07／1380　明日香川　瀬々に宣選は（清瀬ホ重選者）生ひたれど　しがらみあれば　なびきあはなく

に

この二つの歌から池にも川にも玉藻が存在したことがわかる。だとすれば、琵琶湖にもまた玉藻が存在し

たであろうことは容易に推測できる。次に、古代に淡水の藻類が人間に利用されていた証拠として万葉集

の次の歌をあげることができる。
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礪波郡の雄神の河辺にして作りし歌一首

ユ7／亜21雄神川　紅にほふ娘子らし　箋青緑の類取ると　蘭に立たすらし

この歌の第四句の「葦付」に「水稔の類」という注が付けられていることからもわかるように、雄神川

（富山県新湊市を通る庄川）で娘子たちが取っている「葦付」は淡水の「水絵（みる）」である。ただし、

この歌では「葦付」が取れたのは湖ではなく川であり、また「刈る」ではなく「取る」とあるので、2743

番歌の琵琶湖の「玉藻刈る」の「玉藻」と4021番歌の「葦付」が同じ種類のものであるとは必ずしも言え

ない。ちなみに「時代別国語大辞典」は「あしつき」について次のように説明している（［4］、p．21）。

じゅずも科の淡水藻類。あしつきのり。葦の茎や、小石などに付着するところからいう。食用とす

る。一説にかわもずくとするものもある。（以下略）

「葦付」のほかにも食用の淡水藻類がいくつか知られている。一つはチスジノリである。SuperNipponica

2001に次のような説明がある。

紅藻植物、チスジノリ科の淡水藻。体は細い紐状で、羽状に分枝しながら10センチ内外となるが、大

きなものでは50センチほどにもなる。和名の由来は、藻体の色と形が血管に似ることによる。九州南

部と沖縄県の清列な流水中にみられる。熊本県山鹿市菊池川と鹿児島県伊佐郡菱刈町川内川に生育す

るものは国の天然記念物に指定されている。

この説明には記載されてないがナスジノリは食用（可能）である。また生育地域が「九州南部と沖縄県」

とあるが、実際には九州北部や兵庫県でも生育が確認されている。チスジノリの具体的な写真などについ

ては「チスジノリ」をキーワードにしてインターネットで検索すれば簡単に見つかる。ここでは例を二つ

示すにとどめる。一つは兵庫県の千種川の支流の安室川で発見されたチスジノリに関する情報である。も

う一つは福岡県朝倉市における観察例である。後者の例では、農業用排水路で発見されたチスジノリ器株

のうち11株について長さを測定し、34cmから193cmの結果を得ている。大きいものでは長さが約2mもあ

り、これくらいの大きさの藻になると手でむしりとるのは困難で「鎌で刈り取る」必要があるだろう。し

たがって、もし奈良時代の琵琶湖にチスジノリに類する藻が生育していたとすれば、2743番歌の「玉藻刈

る」の「玉藻」がこのような食用の藻類だった可能性がある。しかしこれをもって確たる根拠とすること

はできない。食用の淡水藻類としてほかにもカワモヅクなどがある。SuperNipponica2001に次のような

説明がある。

紅藻植物、カワモズク科の淡水藻。きわめて柔らかい粘滑質の糸状分岐体で、体長は10センチ以内。
一般に体色は灰紅色である。緑紅色になるなどの変化も多く、種名同定はむずかしいが、小球がつな

がる数珠のような体技をもち、ときには、その数珠球の中に小粒の蛮果が肉眼でもみられるのが特徴

である。冬季から初夏にかけて繁茂する一年生藻。諸地方の河川や湖水、泉水などと分布域は広い

が、生育：量：が少ないのでみつけにくい。（以下略）

このカワモヅクは「玉藻」と呼ぶにふさわしい形をしている。奈良県の大和川の上流で観察されたカワモ

ヅクの写真がインターネット上に紹介されている。しかし、このカワモヅクが2743番歌の「玉藻」と同種
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のものである確証はない。

以上は淡水の「食用」藻類についての調査結果であるが、よく考えてみると、2743番歌には単に「玉藻

刈る」とあるだけで、その目的が「食べるため」ということは特に言及されていない。万葉時代に「玉

藻」が刈られたのは食用目的だけだったのだろうか。そうでないことは次の歌からわかる。

06／0935　名寸隅の　船瀬ゆ見ゆる　淡路島　松帆の浦に　朝なぎに　玉藻刈りつつ（玉藻苅管）

夕なぎに　藻塩焼きつつ（藻塩焼乍）　海人娘女　ありとは日射ナビ　見に行かむ‥．

「玉藻」は食用目的だけでなく製塩目的にも刈られていたことがわかる。「時代別国語大辞典」は「もしは

（藻塩）」という見出し項目で「海の藻を焼いて採った塩」と説明した上で【考】に次のようにコメントし

ている（［4］、p．739）。

海の藻を集めて乾かし、それに潮水を汲みかけて塩分を十分よく含ませてのち、その藻を焼いて水に

垂らし、上澄みの水を釜で煮て塩を採る。

万葉時代の「玉藻刈り」に食用以外の用途があることから、琵琶湖の玉藻も食用以外の用途に利用されて

いた可能性がある。もっとも可能性があるのは農業用肥料である。「滋賀県の地名」の「琵琶湖」の説明

の中に次のような記述がある（［14］、p．52）。

（前略）エビモは夏眠し、一〇月頃から発芽をはじめ五一六月頃が最盛期となる。コカナダモは夏の

植物体のままで越冬し、春になると急速に成長し、六一七月には群落高が二メートルにも達する。そ

の頃茎の下部が枯れ流れ藻となったものは、長さが一〇〇メートル以上にも及ぶ浮島状となることも

ある。これらは船の航行障害を引起したり、湖岸に漂着した場合は分解し異臭を放つため、除去が必

要となる。エビモ以外のクロモをはじめとするほかの在来種は成長を始めるのが比較的遅く、夏から

秋にかけて群落を最もよく発達させる。江戸期の尾花川共有文書や膳所中神家文吉などにもみられる

ように、湖岸の集落では山野で得られる緑肥と同様に、これらの水草を古くから肥料として利用して

旦＿を。昭和初期には内湖、湖南地方（真野川尻と野洲川南流以南の地域）などで、五月および八一一

〇月に藻が採取されていた。コロモとコウガイモの二種類を夏藻・秋藻として最も多量に利用してい

た。（途中略）肥料を目的とした藻刈は、化学肥料が広く使われるようになる近年まで盛んに行われ

を。（以下略）

琵琶湖において近年まで農業用肥料を目的とした「藻刈」が盛んに行われてきたのであれば、万葉時代の

琵琶湖においても、漁師が漁業のあい間に船いっぱいに「玉藻」を刈り取り、農業用肥料として農家に提

供していた可能性は十分に考えられる。すなわち、2743番歌の「玉藻刈る」はこうした琵琶湖の漁師の行

為を表している可能性がある。

以上見てきたように、443番歌の「牛留」と2743番歌の「留牛馬」を「牛や馬を留めて荷を負わせる」

という連想に基づく「にほ」の義訓表記だと解すれば、先に指摘した先行研究の問題点は（完全とは言え

ないまでも）すべて解決することができる。
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5．おわりに

本論文では、443番歌の「牛留」と2743番歌の「留牛馬」の訓み方について検討し、「午や馬を留める」

のは多くの場合「荷を背負わせる」のが目的であることから、

「牛留」→「牛を留める」→「におふ（荷負ふ）」→「にほ」

「留牛馬」→「牛や馬を留める」→「におふ（荷負ふ）」→「にほ」

という連想によって「牛留鳥」を「には鳥の」と訓み、「留牛馬浦之」を「にほの浦の」と訓むのが妥当

であることをいくつかの根拠に基づいて示した。多くの方々のご批判をあおぎたい。

なお、「にほ鳥」の「にほ」は「にはふ（匂ふ）」の「には」と同じだと思われるが、実は、「にはふ

（匂ふ）」という語の語源は「におふ（荷負ふ）」であることを示すことができる。詳細については本論文

の姉妹編を参照されたい［12］。

参考文献

［1］「常葉雅一」、新日本古典文学大系、岩波．1㌢店、pp．278－280、1999年。

［2］「萬菓某（∋」、新編日本古典文学全集、小学館、pp．245－247、1994年。

［3］「万葉集原文付全訳注（一）」、「ll西進、講談社文庫、pp．242－244、1978年。

［4］「時代別国語大辞典上代編」、三省堂、p．360、1967年。

［5］「常葉狛主繹巻第三」、渾潟久孝、中央公論社、pp．562－581、1958年。

［6］「萬栄集一」、日本古典文学大系、岩波苦店、pp．210－212、1957年。

［7］「萬栗症三」、新日本古典文学大系、岩波苦店、p．96、2002年。

［8］「常葉集③」、新編日本古典文学全集、小学館、p．261、1995年。

［9］「万葉集原文付全訳注（三）」、中西進、講談社文庫、pp．83－8も1981年。

［10］「萬栄船主鐸巻第十一」、澤的久孝、中央公論社、pp．432－433、1962年。

［11］「苗弟妹三」、日本古典文学大系、岩波－11；‾店、p．233、1960年。

［12］竹生改野・西晃央、「にはふ」の語源と万葉封三3791番歌の「丹穂之為」の訓釈について、佐賀大学文化教育学部研究論

文集、第15集第1号、pp．49－56、2010年。

［13］「日本杏紀（四）」、井上光貞ほか、岩波文揮、p．348、1995年。

［14］「滋封県の地名」（日本歴史地名大系25）、平凡社、p．37、1991年。

［15］「螢物語　平中物語　濱松中納言物語」、日本古典文学大系、岩波書店、p．153、1964年。

［16］「新古今和歌集」、新編日本古典文学全集、小学館、p．124、1995年。

［17］「山家集金塊和歌集」、日本古典文学大系、岩波書‥店、p371、1961年。

［18］「日本語源大辞典」、監修・前田雷班、小学館、p．859、2005年。


